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１．各「基本原則」及び「遵守原則」の遵守状況の説明

基本原則「１．自律性の確保」

遵守状況

遵守原則１−１　教育研究目的の明確化、理解の獲得

遵守状況

エクスプレインの種類

「遵守」

コードの記載通りの方策により遵守している

「遵守」

「基本原則」及び「遵守原則」の遵守状況（取組状況）の詳細等

遵守原則１−１のとおり、自主性と独立性を確保し、自律的に法

人を運営している。

遵守原則の遵守方法に

係る説明
私大連コードに定められた方策等に基づき、当該原則を遵守し

ている。

本学では、寄附行為に基づく法人の健全な運営や適正な事業の

遂行を推進するとともに、その設置学校の建学の精神・教育理念

に基づく教育研究活動を将来にわたり永続的に発展させるため、

法人と設置学校が一体となり、共通の現状認識に基づく一致した

基本政策の策定及び推進が求められていることから、2021年度

に「MEIJI VISION 150-前へ-」を制定し、これを具現化する第

３期中期計画を策定・公表している。また、第３期中期計画を着

実に実行していくため、これに基づいた毎年度の事業計画と事業

報告書を作成し、ホームページで広く公表している。

（ https://www.meiji.ac.jp/social/koho/about/vision/index.html

）

基本原則の遵守方法に

係る説明



基本原則「２．公共性の確保」

遵守状況

遵守原則２−１　有益な人材の育成

遵守状況

エクスプレインの種類

遵守原則２−２　社会への貢献

遵守状況

エクスプレインの種類

コードの記載通りの方策により遵守している

コードの記載通りの方策により遵守している

「遵守」

「遵守」

遵守原則２−１及び２−２のとおり、多様な人材を育成し、教

育・研究活動とその成果を通じて地域社会に貢献している。

遵守原則の遵守方法に

係る説明

私大連コードに定められた方策等に基づき、当該原則を遵守し

ている。

本学では、建学の精神である「権利自由、独立自治」を基礎と

し、多様な「個」を磨き、自ら切り拓く「前へ」の精神を堅持

し、社会のあらゆる場面で協同を進め、時代を変革していく人材

を育成している。

「遵守」

遵守原則の遵守方法に

係る説明
私大連コードに定められた方策等に基づき、当該原則を遵守し

ている。

本学では、教育・研究にならぶ第三の使命として「社会連携、

社会貢献」に取り組んでいる。本学が保有する人的・知的資産を

活用し、地域社会との連携を深め、持続可能な社会の実現に向け

て「前へ」と進めるために、全学体制において多様な事業を展開

している。

基本原則の遵守方法に

係る説明



基本原則「３．信頼性・透明性の確保」

遵守状況

遵守原則３−１　法令の遵守、社会貢献

遵守状況

エクスプレインの種類

遵守原則３−２　理事会による執行、監督機能の実質化、不正防止制度整備　

遵守状況

エクスプレインの種類

「遵守」

コードの記載通りの方策により遵守している

コードの記載通りの方策により遵守している

「遵守」

「遵守」

基本原則の遵守方法に

係る説明 遵守原則３−１、３−２及び３−３のとおり、法令を遵守し、健

全な大学運営を行う体制を整備するとともに、積極的な情報公開

を行うことにより透明性の確保に努めている。

遵守原則の遵守方法に

係る説明 私大連コードに定められた方策等に基づき、当該原則を遵守し

ている。

本学では、監事監査規程を定め、常勤監事を設置し、評議員会

や理事会等に出席し、理事の職務執行の監督を行っている。ま

た、重要な会議体において、監事が積極的に意見を陳述すること

ができる体制を整備し、業務を監査することにより、常に法令を

遵守し、社会からの理解と信頼の確保に努めている。

遵守原則の遵守方法に

係る説明 私大連コードに定められた方策等に基づき、当該原則を遵守し

ている。

本学では、「理事会、常勤理事会及び理事長等の業務基準及び

権限等に関する規程」を定め、各理事の担当業務を明確にしてい

る。また、監事の役割として寄附行為に、「この法人の理事の業

務執行の状況を監査すること」と規定しており、監事が理事会等

の重要会議に出席することにより、その職務の遂行を監査してい

る。この他、監査室が内部監査を行うことにより、また、公益通

報に関しては、学内窓口は監査室、学外窓口は弁護士事務所に開

設することにより、内部チェック機能と内部統制体制を確立して

いる。



遵守原則３−３　積極的な情報公開

遵守状況

エクスプレインの種類 コードの記載通りの方策により遵守している

「遵守」

遵守原則の遵守方法に

係る説明

私大連コードに定められた方策等に基づき、当該原則を遵守し

ている。

本学では、教育研究活動に係る情報や、それを支える経営に関

する情報について、「私立学校法」や「学校教育法施行規則」等

に基づき、積極的に情報を公開している。

（https://www.meiji.ac.jp/social/koho/disclosures/index.html）



基本原則「４．継続性の確保」

遵守状況

遵守原則４−１　大学運営に係る諸制度の実質化、自律的な大学運営

遵守状況

エクスプレインの種類

遵守原則４−２　財政基盤の安定化、経営基盤の強化

遵守状況

エクスプレインの種類

コードの記載通りの方策により遵守している

「遵守」

「遵守」

遵守原則の遵守方法に

係る説明

「遵守」

コードの記載通りの方策により遵守している

基本原則の遵守方法に

係る説明

遵守原則４−１及び４−２のとおり、大学における教育・研究活

動の継続及び発展を実現させる規程と体制を整備している。

遵守原則の遵守方法に

係る説明
私大連コードに定められた方策等に基づき、当該原則を遵守し

ている。

本学では、校規の中で評議員会、理事会、監事等の役割を明確

にし、その機能の実質化を図っており、自律的な大学運営に努め

ている。

私大連コードに定められた方策等に基づき、当該原則を遵守し

ている。

本学では、2021年11月1日に公表した長期ビジョン「MEIJI

VISION 150-前へ-」における重点目標の一つとして寄付金収入

を掲げており、校友や父母などの重要なステークホルダーとの連

携を行う部門と寄付の受入れを行う部門を統合し、寄付金事業を

推進するための体制を整備している。また、補助金を含めた外部

資金獲得のための体制も整備し、財政基盤の安定化、経営基盤の

強化を図っている。


